
1

広報活動の状況（原子力損害賠償紛争解決センター）
センターにおける広報活動
関係団体と連携し、これらの団体が主催する説明会への協力や広報資料の配布等を
通じて、和解仲介手続の目的、機能、実績等について周知徹底を図る。
（主な説明会協力実績） （広報資料配布等実績）

○令和2年説明会協力実績（詳細）
1月 全日本企業福祉協会主催 ADR申立て説明会・相談会

（11日 郡山市）
2月 福島県司法書士会主催 原発ADR説明会＆相談会

（5日 郡山市、8日 富岡町、19日 いわき市）
3月 全日本企業福祉協会主催 ADR申立て説明会・相談会

（1日 京都市）
7月 全日本企業福祉協会主催 ADR説明会・相談会

（24日 郡山市、25日 福島市）
8月 全日本企業福祉協会主催 ADR説明会・相談会

（8日 郡山市、9日 いわき市）
浪江町主催 個別申立て説明・相談会
（14日、15日 浪江町）

9月 南相馬市主催 賠償に関する講演会＆弁護士相談会
（5日 南相馬市）
全日本企業福祉協会主催 ADR説明会・相談会
（20日 福島市・郡山市）

○広報資料配布部数の増加
広報資料 令和元年 令和2年（※）

リーフレット類 約4,000部 40,000部以上
チラシ類 約36,000部 100,000部以上

○新たな広報資料の作成
・市町村毎和解事例チラシ
・新規作成チラシ
（原子力損害賠償対策室と連携）

○地方公共団体等が発行する
広報媒体への記事掲載

・福島県発行
「ふくしまの今が分かる新聞」
・南相馬市発行「広報みなみそうま」
・大熊町発行「広報おおくま」
・川俣町発行「広報かわまた」
・浪江町発行「広報なみえ」 等

年 協力日程数
平成30年 延べ10日程
令和元年 延べ34日程
令和 2年（※） 延べ13日程

※令和2年の各数値は令和2年9月時点の速報値
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ADRセンターが無料で和解仲介します
・東京電力から示された金額
では納得できない。

・東京電力から賠償されない。
などお困りの方

中立・公正な公的機関
「紛争解決(ＡＤＲ)センター」
をご利用ください。

センターの特徴
1.弁護士資格を有する仲介委員が中立・公正な立場から和解仲介を担当します。

2.裁判よりも手続きが簡便で、御本人様おひとりでも申立てができます。
（電話などで事情をお伺いしています。）

3.仲介費用は無料です。（ただし、送料などの実費は発生します）

4.中間指針（賠償について国に設置された審査会が定める一般的な指針）に明記さ
れなかったものについても、個別の事情に応じて和解案を提示しています。

センターの実績（令和元年12月末時点(速報値)）
●これまで2万5000件・11万人を超える方から申立てを受け付けています。

●これまで仲介手続きを終了した案件のうち、8割以上が和解成立に至っています。
※これまでの案件のうち、６割以上が弁護士を立てずに申し立てられています。

◆東京電力から提示のあった金額よりも低い和解案は出ません。
※和解案の提示に至らず打切りとなる場合があります。

◆原発事故直後の損害について、今からでも申立てできます。
※今回の原発事故に関する損害賠償請求を行うことが
できるのは、損害を知った時から「１０年」です。
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令和２年２月発行

個人：自主的避難等対象区域の方の例

＜事故前に野菜を自家栽培するなどされていた方の例＞
・自主的避難等対象区域（福島市）から避難した申立人らについて、避難前は、
自家栽培の野菜や養鶏による鶏卵を食していたが、避難先では養鶏が行えず、
平成２４年３月以降は避難先で野菜の栽培を再開したものの収穫量は避難前
よりも減少したこと等の事情を考慮し、平成２５年３月分までの生活費増加費用
（自家消費野菜・米・鶏卵）のほか、平成２７年３月分までの避難費用及び避難
雑費が賠償されることとなり、直接請求手続による１２４万円とは別に約１９９万
円が賠償された。（平成３１年３月１９日成立 公表番号１５２１）
＜母子が避難し、父はご自宅に残られた方の例＞

・自主的避難等対象区域（福島市）に居住していたが、父が自宅に残り、母子が
避難した申立人らについて、平成２７年３月分まで二重生活によって増加した生
活費のほか、避難費用（交通費、宿泊費、引越関連費用）や避難雑費等、中間
指針追補による７６万円とは別に約２１１万円が賠償された。（平成３１年１月１
１日成立 公表番号１４９１）

<お子さんがいらっしゃる方の例>
・自主的避難等対象区域（須賀川市）から避難した申立人ら（夫婦及び子ども２
名）について、子ども１名につき平成２７年３月分までの月額２万円の避難雑費
（１４８万円）のほか、避難費用（引越費用）、生活費増加費用（家財購入費）等
が賠償された。（平成３１年４月５日成立 公表番号１５３４）

個人：旧居住制限区域、旧避難指示解除準備区域の方の例

旧避難指示解除準備区域（浪江町）から避難した申立人の日常生活阻

害慰謝料（増額分）について、子や孫との別離を余儀なくされた事情等を考
慮し、平成２３年３月分から平成３０年３月分まで（別離状態が解消した平
成２３年９月から平成２４年３月までは除く。）月額３万円が賠償された。（平
成３１年１月８日成立 公表番号１４０６）

記入された「申立書」は、最寄りの 〒105-0003 東京都港区西新橋1-5-13
事務所・支所（平日9:00～17:00 予約不要） 第８東洋海事ビル９階
で受け付け致します。また、右の住所あて 原子力損害賠償紛争解決センター
直接郵送することも可能です。 東京事務所

県内には福島事務所(郡山) 及び４支所（南相馬、いわき、福島、会津若松）が
あります。県北（福島）支所：福島市霞町1-52（福島市市民会館503号室）

又は （受付時間 平日10:00～17:00）

文部科学省 ADRセンター 検 索
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原子力損害賠償紛争解決（ＡＤＲ）センター
への申立ても御検討ください！

原発事故による損害賠償で、
「東京電力から示された金額では納得できない。」
「東京電力から賠償されない。」などお困りの方

中立・公正な公的機関
）センター」

が無料で仲介します。

１．弁護士資格を有する仲介委員が中立・公正な立場から和解仲介を担当します。
２．裁判よりも手続きが簡便で、御本人おひとりでも申立てができます。
（電話などで事情をお伺いします。）
３．仲介費用は無料です。（ただし、送料などの実費は発生します。）
４．中間指針（賠償について国に設置された審査会が定める一般的な指針）に明
記されなかったものについても、個別の事情に応じて和解案を提示しています。

８割以上（約1万9700件）で和解成立
（令和元年12月までに終了した約２万4600件中の速報値）

ＡＤＲを申し立てると、、、
和解成立

和解が成立せず、打切りになった場合
でも、打切り通知を受けた日から1か月
以内に裁判所に訴えを提起すれば、
時効にかかりません！

10年

ADR申立て

打切り通知

1か月以内

訴え提起

お問合せ先 ＡＤＲセンター

0120-377-155（平日10:00～17:00）
＊ホームページはこちら（申立書式・和解事例もあります）➡

※政府関係機関では、原子力損害賠償・廃炉等支援機構や日本司法支援センター（法テラス）において、無料で弁護
士等による法律相談を行っていますので、活用をご検討下さい。（個別事案については、被害の類型や状況によっ

「紛争解決（ＡＤＲ

て時効の起算点が異なる等、様々な論点があることから、専門家へのご相談をおすすめします。）



　家族のうち、父は福島市内に

残り、母と子が福島市から山形

県内に避難した申立人らに対し

て、避難に要した交通費等のほ

か、母が避難により働くことが

できなくなって給料がなくなっ

たことによる損害、別々に生活

することによって増加した生活

費、子が幼稚園を転園したこと

によって生じた保育料の差額分

等が賠償された事例（公表番号

1498・平成31年 2月 1日成立）。
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おすすめ情報

米 沢 ま く ろ び 講 座

「こんなとき、どうしらたらいい？」「どんな食べ物や調理が合いますか？」食べ物からからだを考えましょう。

今回は、おはなし中心の講座になります。日常で気になることを聞いてみましょう♪

日 時：1 0 月 9 日 (金 ) 1 0：0 0 ～ 1 4：0 0

場 所：米沢市万世コミュニティセンター 調理室 （米沢市八幡原 5 丁目 4 1 4 9‐9）

講 師：佐藤あづささん

参加人数：5 名（先着順）参加費 5 0 0 円

申し込み：やまがた絆の架け橋ネットワークホームページにある申込みフォームから必要事項を入力してお申し込みください。

（9 月 1 4 日受付開始）申込み後 3 日以内に内容の確認について返信をします。

返信がない場合は 0 2 3 -6 7 4 -6 0 1 3 までご連絡ください。

※ ＠ kakeh asi.jp n .o rg からの返信を受信できるように設定をお願いします。

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、中止や延期なども考えられます。

【お問合せ】福島こころの公民館 fucco ( ふっこ ) T E L  0 2 3 -6 7 4 -6 0 1 3 h ttp ://kake h asi.jp n .o rg

や ま が た 育 児 サ ー ク ル ラ ン ド か ら の お 知 ら せ

「こんなことしてみたいな～」という皆さんの声を基に、ままカフェサロンを作っていきます。

皆さんのリクエストをお待ちしていま～す。

○ままカフェサロン ～アロマキャンドル～ 見守り託児付です

日時：１０月９日（金）

○はーとタイム

日時：１０月１８日（日）

※詳細はお問い合わせください。

【お問合せ】

○わくほこ芋煮会

日時：１１月３日（火・祝）

特定非営利活動法人 やまがた育児サークルランド T E L 0 2 3 -6 8 7 -1 7 2 0

原 子 力 損 害 賠 償 に 関 す る 個 別 相 談 会

日 時：1 0 月 3 1 日（土）1 0：0 0 ～ 1 6：0 0 （休憩 1 2：0 0 ～ 1 3：0 0）

場 所：山形市総合福祉センター（山形市城西町 2 － 2 － 2 2）

・相談時間は 1 回 1 時間 ・弁護士が原子力損害賠償全般について相談対応いたします

対 象：原子力損害においてお困りの皆様 ・個別のご相談は必ず事前予約をお願いいたします。

【予約・お問合せ】

原子力損害賠償・廃炉支援機構 T E L：0 1 2 0 -3 3 0 -5 4 0（9：3 0 ～ 1 7：0 0 土日祝も受付）

原 子 力 損 害 賠 償 紛 争 解 決 セ ン タ ー （ Ａ Ｄ Ｒ セ ン タ ー ） か ら の お 知 ら せ

ＡＤＲセンターでは、原子力発電所事故による損害賠償について、東京電力の提示条件に

納得できない、賠償されない、裁判では手続きが大変そうだ、などと感じられる方々に対

して、個別の事情に応じた和解の仲介業務を行っています。国の機関であり、どなたでも

申立てができます。申立手数料は無料です（ただし、送料、通信費は要します）。これま

で仲介手続きを終了した案件のうち、8 割以上が和解成立に至っています。

◆賠償された事例◆

弁護士資格を有する私たち調査官が、

詳しいご事情を伺い、手続きを進めます!!

左から、伊藤香織調査官、福本浩志

調査官、嶌香苗調査官、石原弘隆室

長補佐

◇申立てに関する問い合わせ窓口◇

文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター

T E L  0 1 2 0 -3 7 7 -1 5 5（平日午前 1 0 時～午後 5 時）



adr-center.htm

申立書の送付は、原子力損害賠償紛争解決センター東京事務所（〒105-0003 東京都港区西新橋1-5-13 9 階）にお願いいたします。 8
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申立書の 送付は、原子力損害賠償紛争解決セン タ ー 東京事務所（ 〒10 5 -0 0 0 3 東京都港区西新橋1-5 -13 9 階） に お 願い いたし ま す。


